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入院時食事療養費・生活療養費

１ 入院時の食費の負担額（1食あたり）

区　分 負担額

一般（下記以外の方） 460円

260円

210円

160円

100円

指定難病、小児慢性特定疾病の方 

90日までの入院

住民税課税世帯 460円 ※ 370円

130円 370円

210円 370円

過去12か月で90日を超える入院

低所得者Ⅰ

住民税
課税世帯

住民税
非課税世帯、
低所得者Ⅱ

※1 ①の該当者で平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に
入院している方の負担額は経過措置として※１の額となります。

※一部の保険医療機関では、420円の場合もあります。

※難病など入院医療の必要性の高い方については、居住費の負担はありませ
んが、1の入院時の食費の負担額を負担することになります。

●入院したときの食事代
　入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用
とは別に負担することになります。

●療養病床に入院する65歳以上の方は、食事と
　居住費を負担することになります。

　1、2の②、③に該当する方は、あらかじめ市区町村に申
請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受
け医療機関の窓口で提示することが必要です。

2 療養病床に入院する65歳以上の方の食費・居住費の負担額

①

②

③

※1

※2

区　分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
①

②

③

住民税非課税世帯、
低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

高額介護合算療養費

【70歳未満】

　医療保険及び介護保険の両給付を受けることにより、
自己負担額の合計額が著しく高額になる場合、次の表の
自己負担限度額を超える分が申請により払い戻されます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代などは含みません。

　上記の金額は、毎年8月～翌年7月までの期間を計算し
たもので12か月相当の自己負担上限額です。
　高額介護合算療養費の申請は、毎年7月までの期間の
分を8月以降に行うことになります。
　旧ただし書き所得は、総所得金額等から基礎控除（43
万円（所得金額によって変わります。））を引いた所得をいい
ます。

区　分 限度額

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

旧ただし書き所得
901万円超

旧ただし書き所得
600万円超～901万円以下

旧ただし書き所得
210万円超～600万円以下

旧ただし書き所得
210万円以下

住民税非課税世帯
※2 住民税非課税世帯で所得が一定基準に満たない方など。

令和６年6月から①の方は30円、②③の方は10円～20円引き上げられる予定です。

令和６年6月から①の方は30円、②③の方は10円～20円引き上げられる予定です。
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【70歳以上75歳未満】

※1 収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円
未満）の場合も含みます。

※2 ※1に加え、旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の
場合も含みます。

※3 世帯内に介護保険利用者が複数いる場合、介護支給分に
ついては低所得者Ⅱの限度額（31万円）が適用されます。

現役並み
所得者

一般 （※1、2）

Ⅲ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅰ

Ⅰ

低所得者

区　分 限度額

課税所得
690万円以上

課税所得
380万円以上690万円未満

課税所得
145万円以上380万円未満

課税所得
145万円未満

住民税非課税

住民税非課税
（所得が一定以下）

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円 ※3

●一部負担金の支払いが困難なとき
　災害などによる資産の重大な損害や失業などによる収
入の著しい減少などにより、一時的に生活が困窮し、医療
機関に一部負担金を支払うことが困難なときは、申請によ
りその生活状況などに応じて、一部負担金の減額・支払い
の免除又は支払いの猶予の措置を受けることができる場
合があります。
　詳しくは市区町村の窓口にお問い合わせください。

●医療費通知について

北海道国民健康保険
被保険者証

　対象期間に医療機関等を受診した世帯の世帯主の方
に、医療費総額などについてお知らせする医療費通知を
送付しています。

・ 通知に記載されている受診状況を振り返り、ご自身やご家
族の健康管理に活用してください。

・ 診療内容等に誤りがないか、ご確認ください。

・ 確定申告における「医療費控除の明細書」として使用でき
ることがあります。また、対象期間や送付時期は、市区町
村によって異なりますので、詳しくは市区町村にお問い合
わせください。


